
市町村、広域連合への権限移譲についての考え方 

（「県と市町村とのあり方検討会報告書」から抜粋） 

 
 
１ 地方自治法第 2 条第 3項 

市町村の役割  市町村は、基礎的な地方公共団体として、地域における事務を処理

する（市町村優先の原則） 

県 の 役 割   市町村を包括する広域の地方公共団体として 

  ① 広域にわたるもの（広域事務） 

 ② 市町村に関する連絡調整に関するもの（連絡調整事務） 

  ③ 規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当で

ないもの（補完事務） 

を処理する 
 
 
２ 権限移譲についての基本的な考え方 

    国による全国一律の画一的な行政から脱皮し、住民に最も身近な基礎自治体である

市町村が、自らの責任で主体的に施策を立案し、それぞれの地域の特色を活かした地

域づくりと住民サービスの提供に、自らの責任において主体的に取り組むことが必要

であり、県は、自立した市町村を支援し、地域のことは地域で解決することができる

ような仕組みを築いていく必要がある。 

    このため、市町村への権限移譲の他、市町村と県の連携の強化、現地機関の役割の

強化、市町村と現地機関の関わりのあり方などの観点からも、市町村をはじめ広域連

合等と十分に意見交換をしながら検討していく必要がある。 

    権限移譲を進めるに当たっては、市町村の希望はもちろんのこと、市町村の処理体

制や方針などを踏まえ、移譲する権限の内容を十分に精査して、個々の事務について

どのような形で移譲するのがよいのか、市町村の意見を十分に聞きながら実施するこ

とが肝要である。 
 
 
３ 権限移譲に当たっての支援措置等 

    市町村に権限を移譲するに当たっては、事務に応じた財源を適切に措置することが

基本となる。また、必要な場合の人的支援、その他の支援についても適切な措置が講

ぜられる必要がある。 

    (1) 財源措置 

     「知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例」により、市町村に権限

を移譲した事務については、その財源措置として、「市町村及び広域連合に対す

る特例処理事務交付金交付要綱」により、移譲された事務を実施した翌年度に、

均等割、人口割、面積割、件数割により算定した交付金を市町村に交付する。 



(2) 人的支援 

     移譲に伴う人的措置については、(1)の財源措置のなかに人件費相当分が含ま

れるため、基本的に権限移譲を受ける市町村が自ら組織体制を整備し、必要な

人材を確保することが原則となる。 

ただし、移譲事務の処理に専門的知識や技術を必要とする等、県の定める県

職員の派遣に係る方針に該当することとなる場合には、これに基づく派遣や、

市町村職員の研修のための受け入れ等の人的支援について検討する。 

 

(3) その他の支援 

   ・県は、必要に応じて市町村職員を対象とする説明会、研修会等を開催し、移

譲事務についての理解を図る。 

   ・県は、事務を引き継ぐに当たっては、必要に応じて事務処理マニュアルを作

成する等、適切な事務引継ぎを行う。 

      ・県は、権限移譲後においても、市町村からの相談等に適切に対応し、要望に

応じて助言等を行う。 
 
 
４ 県と市町村の役割について 

 
(1) 市町村への権限移譲、委託等を原則として推進すべき事務 

 
① 住民の福祉の増進を目的とする、各種事業の実施、施設の設置、経営、管理 
② 市町村の多様な施策展開を可能にし、市町村の自立促進につながる事務 
③ 市町村が担うことが事務処理の迅速化につながる事務 
④ 住民に身近な事務、住民サービスの向上につながる事務 
⑤ 住民にとって分かりやすく、住民の利便性の向上に結びつく事務 

    ⑥ 地域の実情に即した事務 
 

(2) 広域連合への権限移譲、委託等を原則として推進すべき事務 

 

    ① 市町村が担うべき趣旨に適っているが、複数の市町村にまたがる事務 
② 住民に身近な事務であって、事務処理の効率性、統一性等の観点から、広域にお

いて処理することが適当な事務 
 

(3) 市町村、広域連合に権限移譲、委託等をすることが難しい事務 

 
    ① 事務の規模が大きいため、これを処理するのに大きな財政力を必要とし、一般の

市町村の負担に耐えられない事務 
    ② 事務の性質から高度な技術力や専門的な能力を必要とするため、一般の市町村で

そのようなスタッフを確保して事務を処理することが、困難又は非効率的であると

思われる事務 



③ 市町村の区域を越えて全県的に実施すべき広域事務 
     ④ 国、他府県、市町村間の調整等を要する事務 
    ⑤ 県全体の方向性を導く事務 
    ⑥ 広域にわたる社会資本整備、危機管理、産業政策、環境対策などに係る事務 

⑦ 件数が少ない等により、市町村毎に処理するよりも県が一括して処理したほうが

効率的な事務 
 

(4) その他 

 

県と市町村で重複して行っている事務について整理が必要 
 

    〔参考〕地方自治法第 2 条第 6項 
     都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当っては、相互に競合しない

ようにしなければならない。 
 
 

≪なお、権限移譲に当たっては、申請の受理から許可、指導、立入検査など、一連の 
事務については一括して移譲することを原則とする。≫ 


